
 

 

 

議案第 10 号関連資料 
明石市保健関係手数料徴収条例の一部改正について 

 

１ 改正の経緯  

  食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号。以下「食衛法」という。）の一部改正によ

り、営業許可制度が見直され、令和３年６月１日から施行されることにより、業種

が再編（新設及び統廃合）されます。 

  また、令和２年４月１日に施行された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する

法律（令和元年法律第 57 号。以下「輸出促進法」という。）の規定に基づき、輸出

関連施設の認定及び輸出証明書の発行等に関する事務が生じています。 

  さらに、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施

行令（昭和 36 年政令第 11 号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。）の一

部が改正され、令和３年８月１日から施行されることに伴い、条項ずれが生じるた

め、明石市保健関係手数料徴収条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 改正の概要  

（１）食衛法の一部改正について 

食品衛生法の一部改正により、要許可業種が 34 業種から 32 業種に再編されます。 

この 32 業種のうち、新設業種の手数料については下表①のとおり、また、統合

される業種の手数料については下表②のとおり設定します。 

なお、金額については兵庫県内の他自治体が設定する金額（予定）と同額とし

ています。 

 

【表① 新設業種（７業種）の審査手数料】 

業種 手数料 (参考)兵庫県※ 

水産製品製造業 16,000 円 16,000 円 

液卵製造業 21,000 円 21,000 円 

複合型そうざい製造業 26,000 円 26,000 円 

複合型冷凍食品製造業 26,000 円 26,000 円 

漬物製造業 14,000 円 14,000 円 

密封包装食品製造業 21,000 円 21,000 円 

食品の小分け業 14,000 円 14,000 円 

※神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市についても兵庫県と同額とする方向で検討中。 

【表② 統合業種の審査手数料（手数料が変更されるもの）】 

統合後の業種及び手数料 統合前の業種及び手数料 

飲食店営業          16,000 円 
飲食店営業     16,000 円 

喫茶店営業      9,600 円 

調理の機能を有する自動販売機により食品

を調理し、調理された食品を販売する営業 

9,600 円 

飲食店営業(自販機) 16,000 円 

喫茶店営業(自販機)  9,600 円 

飲食店営業（露店）      10,000 円 

飲食店営業(露店)   10,000 円 

菓子製造業(露店)    8,900 円 

喫茶店営業(露店)    6,900 円 
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（２）輸出促進法の施行について 

   同法の規定に基づく「輸出証明書の発行」及び「適合施設の認定審査」に伴う

手数料を次のとおり設定します。国が設定する手数料を踏まえて、下表のとおり

設定します。 

  ①輸出証明書の発行手数料（法第 15 条関係） 

発行区分 
市の 

手数料 

（参考）R2 年 11 月末現在  

国  神戸市  姫路市  兵庫県、西宮市、尼崎市  

主務大臣が発行するよ

う求められているもの  
 870 円  検討中  600 円  検討中  

自治体が発行するよう

求められているもの  
870 円  870 円  600 円  検討中  

 

②施設認定農林水産物等の適合施設の認定の申請に対する審査手数料（法第 17 条関係） 

認定区分  市の手数料  

（参考）R2 年 11 月末現在  

国  

兵庫県 

尼崎市 

西宮市 

神戸市  姫路市  

主務大臣が認定するよ

う求められているもの  

20,900 円  

又は  

10,400 円※ 1・※ 2 

20,900 円  

又は  

10,400 円  

検討中 検討中  検討中  

自治体が認定するよう

求められているもの  

20,900 円  

又は  

10,400 円※ 2 

 検討中 

20,900 円  

又は  

10,400 円  

20,900 円  

又は  

10,400 円  

 ※１ 国で認定する場合も、市で審査の上、進達することが求められているため、市でも

申請書類の審査等の事務に対する手数料を徴収することとします。 

 ※２ 事務の軽重により２種の手数料を設定します。 

 

（３）医薬品医療機器等法施行令の一部改正について 

明石市保健関係手数料徴収条例で引用する条項の改正（ずれ）について改正し

ます。 

種別 改正 現行 

薬局開設許可証書換え交付手数料  第２条の３ 第１条の５ 

薬局開設許可証再交付手数料  第２条の４ 第１条の６ 

 

３ 施行期日  

関係法令 改正の概要 施行期日 

(1)食衛法 新設業種及び統合業種の審査手数料を設定  令和 3 年 6 月 1 日 

(2) 輸 出 促

進法 

輸出証明書の発行手数料を設定 
改正条例公布の日 

適合施設認定の申請に対する審査手数料を設定 

(3) 医 薬 品

医療機器等

法施行令 

改正される医薬品医療機器等法の条項を引用す

る部分を改正  
令和 3 年 8 月 1 日 

 


